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大
学
へ
の
道
程

　

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
十
二
月
六
日
、
勅
令
第
三
八
八
号
を

も
っ
て
「
大
学
令
」
が
発
布
さ
れ
た
。

　

こ
の
大
学
令
は
、
第
四
条
に
「
大
学
ハ
帝
国
大
学
其
ノ
他
官
立

ノ
モ
ノ
ノ
外
本
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
公
立
又
ハ
私
立
ト
為
ス
コ
ト
ヲ

得
」と
規
定
し
、学
制
上
初
め
て
私
立
大
学
の
設
立
を
公
認
し
た
。

ま
た
、
翌
年
に
は
旧
来
の
「
帝
国
大
学
令
」
も
修
正
さ
れ
、
官
立

の
総
合
大
学
を
対
象
と
し
た
「
改
正
帝
国
大
学
令
」
が
発
布
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
の
大
学
は
上
記
の
二
勅
令
に
よ
る
管
理

を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

当
時
、
私
立
専
門
学
校
の
中
に
は
、
早
稲
田
大
学
・
慶
応
義
塾

大
学
部
・
明
治
大
学
・
法
政
大
学
等
の
よ
う
に
、「
大
学
」
名
称

を
あ
え
て
校
名
と
す
る
学
校
が
存
在
し
て
い
た
。
本
学
も
、
〇
三

（
明
治
三
十
六
）
年
専
門
学
校
令
に
準
拠
し
、
校
名
を
東
京
法
学

院
大
学
と
改
め
、
二
年
後
に
は
中
央
大
学
と
改
称
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
と
並
行
し
て
大
学
本
科
・
予
科
等
も
設
置
さ

れ
、
学
科
課
程
の
改
編
も
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
専
門
学
校

で
は
、
教
育
・
施
設
の
充
実
を
図
り
つ
つ
、
大
学
へ
の
「
昇
格
」

を
強
く
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
大
学
令
に
準
拠
す
る
た
め
に
は
、
教
育
課
程
に
関
す

る
規
定
の
ほ
か
に
、
い
く
つ
か
の
前
提
条
件
を
満
た
す
必
要
が

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
私
立
大
学
の
設
立
は
、
大
学
自
体
を
財
団

法
人
化
す
る
か
、
学
校
経
営
の
み
を
目
的
と
す
る
財
団
法
人
が
大

学
を
設
置
す
る
の
で
な
い
限
り
、
認
可
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
そ
の
財
団
法
人
は
、
大
学
を
運
営
・
維
持
す
る
た
め

の
基
本
財
産
を
所
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
現
金
・
国

債
・
有
価
証
券
と
し
て
「
供
託
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
私
立
専
門
学
校
に
と
っ
て
か
な
り
厳
し
い
前
提
条
件

で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
〇
三
年
以
来
「
大
学
昇
格
」
へ
の
準
備
を
進
め
て

き
た
本
学
に
と
っ
て
、
大
学
令
の
発
布
は
「
昇
格
」
を
実
現
さ
せ

る
絶
好
の
機
会
と
な
っ
た
。
大
学
令
が
発
布
さ
れ
る
や
い
な
や
、

卒
業
生
の
親
睦
会
「
中
央
大
学
同
窓
而
立
会
」
や
「
学
員
会
臨
時
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財
団
法
人
中
央
大
学
の
設
立

総
会
」
等
に
よ
る
、
財
団
法
人
設
立
と
基
金
募
集
を
求
め
る
建
議

が
相
次
い
だ
。
さ
ら
に
翌
年
に
入
る
と
、
大
学
令
に
対
応
し
た
学

制
改
革
を
提
起
し
た
「
中
央
大
学
学
士
会
」
の
建
議
が
、
学
員
会

理
事
・
評
議
委
員
会
で
可
決
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
大
学
側
で
も
、
大
学
令
発
布
直
後
に
社
員
総
会
を
開

き
、
従
来
の
社
団
法
人
を
財
団
法
人
に
改
編
す
る
件
を
決
議
し
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
年
七
月
七
日
付
で
財
団
法
人
中
央
大
学

の
設
立
が
認
可
さ
れ
、
岡
野
敬
次
郎
・
馬
場
愿げ
ん

治じ

・
馬
場
鍈え
い

一い
ち

の

三
人
が
財
団
法
人
の
理
事
に
、
花
井
卓
蔵
が
監
事
に
就
任
し
、
岡

野
が
学
長
に
互
選
さ
れ
て
い
る
。

　

財
団
法
人
の
設
立
を
受
け
て
、
本
学
で
は
教
職
員
・
卒
業
生
一

丸
と
な
っ
た
募
金
運
動
を
展
開
し
、
つ
い
に
、
翌
年
四
月
十
五
日

大
学
令
に
準
拠
し
た
「
中
央
大
学
」
の
設
立
を
認
可
さ
れ
る
。
同

年
二
月
五
日
に
は
早
稲
田
大
学
・
慶
応
義
塾
が
そ
れ
ぞ
れ
認
可
を

受
け
て
お
り
、
そ
れ
に
続
く
快
挙
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
、
東
京
法
学
院
大
学
以
来
の
宿
願
で
あ
っ
た
「
昇
格
」

が
実
現
し
、
財
団
法
人
中
央
大
学
は
、「
中
央
大
学
」
の
設
立
母

体
と
し
て
、
五
一
（
昭
和
二
十
六
）
年
の
学
校
法
人
中
央
大
学
設

立
に
至
る
ま
で
、
同
校
の
運
営
・
維
持
を
担
う
こ
と
と
な
る
。
し

か
し
、
大
学
令
の
第
一
条
に
「
大
学
ハ
国
家
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
ノ

理
論
及
応
用
ヲ
教
授
シ
並
其
ノ
蘊う
ん

奥お
う

ヲ
攻
究
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト

シ
兼
テ
人
格
ノ
陶と
う

冶や

及
国
家
思
想
ノ
涵か
ん

養よ
う

ニ
留
意
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト

ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同
令
へ
の
準
拠
は
、
反
面
で
私
立
学
校
独

自
の
教
育
理
念
を
喪
失
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。

　

東
京
大
学
助
教
授
森
戸
辰
男
の
論
文
を
め
ぐ
る
弾
圧
事
件
で
、

大
学
自
治
解
体
の
契
機
と
な
っ
た
二
〇
年
の
森
戸
事
件
は
、
同
時

に
ま
た
、
財
団
法
人
中
央
大
学
に
よ
る
大
学
経
営
の
前
途
を
暗
示

す
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

財団法人中央大学理事・学長　岡野敬次郎


